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 陳 情 文 書 表         （令和  ４  年  ５  月３０日受理）  

受 理 番 号 件             名  

陳情第６７号  
調布市情報公開審査会委員として適任者を増やすことを求

める陳情  

提 出 者 の 

住 所 ・ 氏 名 

※非公開情報  

 

付 託 委 員 会 総務委員会  

※原文のまま記載  

（要 旨）  

調布 市情 報公 開審 査会 の委 員の 数は 、調 布市 情報 公開 条例 第 22条の 規

定「 市民 及び 学識 経験 者の うち から 市長 が委 嘱す る委 員５ 人以 内を もっ

て組 織す る」 に従 って 、現 在３ 名で ある 。一 方、 個人 情報 保護 審査 会の

委員 の数 は６ 名で ある 。  

昨年 11月 に匿 名通 報に よっ て発 覚し た「 東京 外か く環 状道 路事 業に お

ける 市の 個人 情報 の取 扱い につ いて 」上 記の ２つ の審 査会 で審 査さ れ、

それ ぞれ 意見 書が 公表 され た。  

この うち 情報 公開 審査 会の 意見 書に つい て、 次の よう な問 題を 指摘 で

きる 。  

なお 、「 市政 情報 公開 手続 にお ける 個人 情報 の不 適切 な取 扱い につ い  

て」 意見 書（ 令和 ４年 ３月 ７日  調 布市 情報 公開 審査 会） は、 以下 のＨ

Ｐに 掲載 され てい る。  

https://www.city.chofu.tokyo.jp/www/co ntents/1646719801148/inde

x.html 

 

（１ ）「 ３． 審査 会の 意見 」（ 意見 書Ｐ .５ 〜） の深 刻な 問題  

①  問題 の本 質が 調布 市の 隠蔽 体質 、情 報公 開の 対極 、に ある こと  

を見 抜け てい ない 。  

審査 会は 、「 もと より 当該 事故 発生 後 ， 市は 住民 から ，外 環事

業に 関す る最 新の 情報 を 正 確に 提供 する こと を求 めら れる よう に
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なっ てい たと 思料 され る 。 」と して いる が、 被害 住民 の多 くは 、

「住 民に 寄り 添 う 」と 言う だけ で情 報を 出さ ない 事業 者や 調布 市

に大 きな 不信 感を 持っ てい ると いう 実態 と違 って いる こと を書 き

落と して いる 。こ のよ うな 事実 誤認 させ る根 拠の ない 印象 操作 か

ら始 まっ て論 が展 開さ れて いる 。  

②  情報 公開 の本 旨に 従っ て、 適時 適正 に情 報提 供 し てお けば 問題  

は起 こら なか った 。  

問題 の発 端に なっ た情 報公 開文 書は 、昨 年３ 月末 に調 布市 に届

けの あっ たト ンネ ル 坑 内か ら地 中へ の調 査 工 事内 容で ある が、 住

民は 工事 が４ 月か ら始 まっ てい る こ とな ど具 体の 内容 を知 らさ れ

てい なか った 。 一 方、 住民 は地 表の 異変 に気 付い て い たの で、 ７

月の この 公開 文書 は「 スク ープ 」で あり 、住 民は 驚き であ った 。

問題 は、 その よう な 重 大な 情報 を適 時適 正に 住民 に公 表し てこ な

かっ た事 業者 や調 布市 にあ るこ とを 審査 会は 指摘 すべ きで ある 。

また 、そ の後 の工 事内 容の 変更 も適 時適 正に 公表 すべ きで あっ た ｡ 

③  間違 った 役所 の対 応に 「一 定の 合理 性は 認め られ る 」 は「 自殺  

行為 」  

「地 域住 民等 に混 乱を 招い た・ ・」 との 認識 は、 民主 主義 に反

する 権威 主義 的お 役所 優位 の考 え方 であ る。 ４月 やま た６ 月に 変

更内 容を 適時 適正 に公 表・ 説明 して おけ ば、 混乱 も生 じな かっ た

であ ろう 。  

また 、事 実に 基づ いて 当事 者間 で議 論す べき こと は民 主的 社会

にお いて 推奨 され るべ きで ある のに 、「 混乱 を招 いた 」と いう お

上意 識の 認識 によ り、 住民 に 提 供す る情 報を 発信 側で 管理 しよ う

とし たと いう 説明 に 「 一定 の合 理性 は認 めら れ る 」と する とこ ろ

は正 に審 査会 の「 自殺 行為 」と いえ る。 情報 公開 請求 書を 送付 す

るこ と自 体意 味の ない こと だが 、混 乱を 招く よう な情 報は 出さ な

いで おこ うと 推察 され る「 由ら しむ べし 、知 らし むべ がら ず」 の

隠蔽 体質 にメ スを 入れ ず、 迎合 して い る 。  

④  ＮＥ ＸＣ Ｏ職 員 な どの 個人 情報 をし っか り黒 塗り にし て文 書を

公開 する 職員 につ いて 「個 人情 報保 護に 対す る意 識が 極め て 希 薄
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であ った と言 わざ るを 得な い 。 」に も違 和感 を抱 く。 役所 や事 業

者の 個人 情報 保護 には 高い 意識 を持 つが 、 住 民の 個人 情報 につ い

ては 意識 が希 薄と いう 基本 姿勢 の問 題に メス をい れて ない 。  

⑤  個人 情報 漏え い問 題の 真相 究明 のた めに は、 削除 した 電子 メー

ルの 復元 が絶 対に 必要 だが 、そ れを 指摘 して いな い。 また 、長 年

メー ルサ ーバ ーの 容量 不足 を放 置し てき たこ との 根源 に、 情報 管

理、 公文 書管 理の 意識 の 希 薄さ があ るこ とを 指摘 すべ きで ある 。  

 

以上 に述 べた よう な 指 摘を 受け ない ため のひ とつ の 方 策と して 、調

布市 情報 公開 審査 会委 員と して 適任 者を 条例 の枠 内に おい て増 や す こ

とを 求め ます 。  

以上 につ いて 陳情 いた し ま す。  


